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近代日本における余暇・娯楽と社会政策
一一権回保之助の所説を中心に一一

大 城 亜 水
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1.はじめに

25 

昨今の労働環境に目を向ければ.毎日のようにノルマや残業に押しつぶされながらも何とか

持ちこたえている人.そのノルマや残業に無理がたたって肉体的にも精神的にも疲れ果ててし

まう人がいる。一方.派遣や請負のような労働形態で，比較的時間に融通が利くはずなのにま

るで正社員かのように扱われる人，正社員ではないということから正社員との処遇間格差が大

きく，働いても働いても常に生活が不安定な人が存在する。その証拠に，仕事上の精神疾患か

ら労災認定を受ける労働者数は過去5年を振り返ってみると. 2006年度は 205人であったの

に対し.2007年度は 268人.2008年度は 269人そして.2009年度は 234人と減少するものの，

2010年度では再び308人にのぼるなど過去最悪な結果を更新し続けている υ。加えて，このよ

うな労働の入り口にさえ立つことができない人が数多く存在していることも忘れてはならない。

では，なぜこのような劣悪な労働環境になってしまったのか， どうしてこのような状況で生

きなければならないのか。本来ならば働くということは.生活維持のためだけではなく社会と

の関わりを持ち，人間関係を築いていく中で自己を確立していくということである。そして，

〔キー・ワーズ〕

社会政策，権回保之助，労働時間，生活時間，余暇・娯楽

* 本稿作成に際して，指導教員である玉井金E先生，レフェリーをはじめとする多くの方キから貴重

なご助言を賜りました。記して深く感謝申し l二げます。

1) 厚生労働省「平成 22年度 目前・心臓疾患および精神障害などの労災補償状況まとめJp.14. 

表2-1精神障害等の労災補償状況より引用。
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働くことによる精神・肉体的疲労を癒しまた，新たな英気を生み出すインセンティブとなる

ために生活を工夫することになる。しかし現状ではアイデンテイティーを確立するどころか，

自分の自由時間やゆとりを犠牲にしてまで働かなければ，生活を維持していくことさえままな

らないのである。武田の労働観によれば，労働とは「自己実現の場」だという。そのためには，

社会のあり方を問うばかりでなく，労働者自身が働き方を変えるという意識も重要であると指

摘している 2)。

以下では，武田の主張も参考にしつつ どうすれば上記の現状から脱出出来るのかを考えて

みたい。この問題への解決の糸口は， もう一度，生きるとは何か，働くとはどういったことな

のかを再検討することにあるようである。つまり どのように「労働時間」と「生活時間」の

組み合わせを考えていくべきかということである。しかし単純に現代における労働時間と生

活時間の組み合わせを考えるだけでは，前述したような昨今の労働問題に対して根本的な解決

を見出すことはできない。なぜなら，この組み合わせというものは，何も現代の労働環境によっ

て初めて生じた新しい問題ではなし、からである。あえて言えば，戦前からすでに考えられてき

たかなり根深い問題なのである。ゆえに，両者の組み合わせを検討するには断片的な言及では

なく連続性を持たせた検証が必要である。

これまでの先行研究をみると，労働時間と生活時間の組み合わせを考える際どうしても労働

時間に重きを置いて問題解決の糸口を探ろうとする傾向があった。それは，先述したとおり.

本来人間は労働の欲求を持っているし労働時間に対して問題の元凶を突き詰めることは現代

における喫緊の課題であるため致し方ないことなのであろう。しかし本稿はあえて「生活時

間」に焦点をあてることにする。ただし，単に生活時間に焦点をあてるのではなく，労働時間

というものを視野に入れながら生活時間との組み合わせを考えていくということを強調してお

きたい。

そこで，本稿では労働時間と生活時間の組み合わせについて連続性を持たせるために，あえ

て大正時代にまで、遡って検証する。なぜ¥大正時代を取り上げるのかというと，この時代は資

本主義の確立により経済状況が著しく変化するに従って，民衆の労働と生活の状況も一変せざ

るを得なかったからである。そしてこのような労働と生活の双方が手探りの状態にある中で¥

「生活のルール」というものが形成されていくのである。つまり，大正時代は生活のルール基

盤のスタートラインであり，生活時間を考える際の原点と言っても過言ではない時代なのであ

る。また，本稿は生活時間の中でも「余暇」あるいは「娯楽」に焦点をあてて論じることにす

る。なぜなら，当時の資本主義下による労働強化は民衆を肉体的にも精神的にも追い詰め，そ

の状況を打破するには生活，特に，余暇あるいは娯楽をコントロールして高度化する必要があっ

たからである。ゆえに，余暇や娯楽に焦点をあてることは，労働時間と生活時間の組み合わせ

2) 武田晴人『仕事と日本人』筑摩書!万. 2008年. pp. 271-2870 
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を見る際の極めて重要なキーワードとなる。

加えて，大正時代の余暇・娯楽の検証を行うために，当時娯楽研究の第一人者であった権田

保之助による研究成果を中心に論じることにする。権田は娯楽について，大正時代の民衆娯楽

を「事実としての民衆娯楽」と「政策としての民衆娯楽jに分けると共に，人間らしく生きる

ためにはどうすればよいかという課題を提示した。具体的には，娯楽に関するごく当り前な考

え方である人生のための生産あるいは生活のためのモノが未定着な中で生産中心思想の打開に

向けて.r人生」を豊かにするための「生産」であり.r生活」あってこそのモノ(生産)であ

る点を再確認しながら，生きることの原点に立ち返る必要性を説いた3)。それはつまり，権田

は生活のルールを考える際，労働論的な視点からだけではなく，すべての人間が生活を楽しむ，

あるいは，幸福を追求するための自己実現の場として，娯楽という「遊び」の持つ意味の重要

性を早くから強く意識していたということである。

以上を踏まえ，これより先は以下の構成に従って論じることにする。

2.権田保之助の娯楽原理論

まず，本節は順序として.権田保之助の略歴を簡単に紹介した後，権田がなぜ、民衆娯楽論を

展開する必要があったのか，権回は何を訴えようとしていたのかを明らかにすることを目標に，

権田の娯楽に対する思想を論究する。具体的には，第 l項で権田の略歴を表にまとめ，第 2項

で，民衆娯楽を展開しなければならなかった当時の状況とはどういったものであったのか，そ

の時代背景について述べる。第 3項は，第 2項で明らかになった当時の状況から権田がどのよ

うな問題意識を持っていたのかに焦点を当てて検討する。第4項は，第 3項の問題意識から権

田が考えた娯楽とは一体どういったものだったのかについて迫札娯楽の本質について論じる。

そして最後に本節のまとめを行う。

i. 権田保之助の略歴

以下は. r権田保之助著作集j第四巻に収録されている権回の略歴である。これをみれば，

権田がいかに大正時代からの娯楽研究のエキスパートであったかをうかがい知ることができる。

1887 (明治20)年 5月

1896 (明治29)年 3月

表 1・1 権回保之助の略歴 (1887-1951)

東京市神田区に生れる

東京市私立代用春育尋常小学校卒業

3) 坂内夏子「社会教育と民衆娯楽一一権回保之助の問題提起一一Jr教育・生涯教育学』第 53号早

稲田大学教育学部・学術研究. 2005年. p.150 
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1899 (明治32)年 3月

4月

1904 (明治37)年 4月

1908 (明治41)年 3月

1912 (明治45)年 7月

1913 (大正 2)年 9月

1914 (大正 3)年 7月

11月

1917 (大正 6)年 2月

1918 (大正 7)年 7月

11月

1919 (大正 8)年 3月

9月

10月

1920 (大正 9)年 1月

4月

9月

10月

1921 (大正10)年 2月

5月

1922 (大正11)年12月

1924 (大正13)年 9月

1927 (昭和 2)年 4月

1931 (昭和 6)年 l月

1939 (昭和14)年 4月

5月

11月

12月

1941 (昭和16)年 6月

経済学雑誌第113巻第2号

東京市私立代用春育高等小学校第三学年修了

東京府私立早稲田中学校入学

東京府私立商工中学校に転校. 1905 (明治 38)年3月，同校卒業

東京外国語学校独逸語学科卒業

東京帝国大学文学大学哲学科選科(美学選修)修了

第二高等学校において高等学校卒業学力検定試験に合格

東京帝国大学文学大学哲学科(美学専攻)卒業

東京府私立独逸学協会学校教員に就職

帝国教育会より活動写真の調査を嘱託される

帝国教育会より不良出版及び講談落語に関する調査委員を嘱託される

東京府私立独逸学協会学校教員を辞任

内務省保健衛生調査会より保健衛生に関する実地調査事務取扱を嘱託さ

れる (1924 (大正 13)年8月まで)

東京帝国大学法科大学副手を嘱託される

帝国教育会より同会と米国商業経済局と交換すべき活動写真フィルムの

選定及び撮影に関する委員を嘱託される

東京帝国大学経済学部講師を嘱託される

東京帝国大学副手伴に向学経済学部講師を解任され，同学助手に任じ，

経済学部勤務を命ぜられる

帝国教育会より通俗教育部委員を嘱託される

私立女子英学塾において美術工芸論の講義を受嘱

文部省より社会教育調査委員会を嘱託される

(1923 (大正 12)年5月まで)

大原社会問題研究所員を嘱託される

文部省より活動写真説明者講習会講師を嘱託される

東京帝国大学助手を依頼免，大原社会問題研究所研究員に就任

文部省より消費経済講習会講師を嘱託される

1925 (大正 14)年 10月までの一年間大原社会問題研究所の在外研究

員として渡米留学する

文部省より教育映画調査を嘱託される (1943 (昭和 18)年4月まで)

文部省より民衆娯楽調査を嘱託される (1943 (昭和 18)年4月まで)

日本大学芸術科講師に任じ「映画政策論Jを講義

日本厚生協会より専門委員を委嘱される

内閣より労務管理調査委員会委員に任命される

内閣より演劇・映画・音楽等改善委員会委員に任命される

社団法人日本映画社より調査部を嘱託される

文部省より国民学校教科用映画検定委員を嘱託される



1942 (昭和17)年 l月

2月

3月

6月

1944 (昭和19)年10月

1946 (昭和21)年 4月

9月

11月

1947 (昭和22)年 7月

1951 (昭和26)年 1月
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内閣より文部省専門委員に任命される (1944 (昭和 19)年 l月まで)

商工省より入場料専門委員会専門委員に任命される

内閣より厚生省専門委員に任命される

社団法人日本蓄音機レコード文化協会より邦楽演芸専門委員会委員を委

嘱される

内閣より文部省専門委員に任命される

日本放送協会常務理事に就任

文部省より社会教育委員を委嘱される

文部省より通信教育調査委員会委員を委嘱される

東京都より生活科学研究会委員を嘱託される

死去 i荷65歳

(出所lr権回保之助著作集j第四巻.pp. 468-470の略歴より作成。

ii .時代背景

権田は民衆娯楽の発達のキーワードが. I無産者階級の勢力J4)と「活動写真興行の草新的勢

力」にあると説く。無産者階級が勢力をつける以前の日本の娯楽は，玄人式修練を必要条件と

する「ディレッタント」向きの娯楽であった。しかし，その後の日露戦争を契機に資本主義が

誕生し，第一次世界大戦で一応の確立をみせると，その社会は有産者階級と無産者階級とに二

分化した。そして，次第に無産者階級の数が増大し，ついには無産者階級が資本主義の発展を

促す中核を担うようになった。また同時にそれは，無産者階級が民衆の性質を決定する存在で

あることを意味していた。

では，当時の無産者階級の性質はどういったものであったのか。簡潔に言えば. I金がなく，

暇がない」というものである。金がない つまり 廉価を標尺とする彼らは，明日のために

生き，明日を予想して生きざるを得ないがために，剃那的とならざるを得なかった。その上，

貧しさゆえに彼らの暇(閑暇)は全て労働に置き換えざるを得なかったのである。このような

状況から，無産者階級の趣味は，自ら手を下して調えることにより味わうことができた趣味か

ら，出来上がった物で生活を装う趣味に変化する。分かりやすく言えば，鳥かごを自ら編んで

鳥を飼うことよりも，出来上がった鳥かごを買い求めて鳥を飼うことが無産者階級にとって適

わしくなるということである。また，彼らの働き方については，機械生産の発達から分業的か

っ単的で，求められる能力とは「とにかくその仕事をなるべく早くのみこむこと」である。こ

こでもやはり.機械化による分業的な作業は同じ作業を繰り返すのみで，完成品の全工程に関

4) 権回は著作集第一巻の中で，初めに「プロレタリアJと言う言葉で説明し，次に「労働者階級J.
後に「無産者階級」という言葉を用いるが，本稿では最後の「無産者階級」に統一する。
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わることができないために「自ら手を下して完成を楽しむ」ということが難しい。ゆえに，無

産者階級は上述した出来合物を求めるようになる。また，無産者階級の労働と生活の双方が単

調なために， どうにかして「単調を打ち破りたい」という欲求が生まれたことが上記から判断

できる。

そして，以上のような直観的，直覚的に味わえる娯楽として登場したのが，三大民衆娯楽と

言われる「寄席JI劇場JI活動写真」である。特に.当時の娯楽として活動写真の勢力は凄ま

じいものがあり，権田はこの「活動写真Jに注目し，民衆娯楽における位置づけを明らかにし

ようとした。

iii.問題意識

では，上記の時代背景から権田は民衆娯楽に対してどのような問題意識を持ったのであろう

か。前述したように， 日露戦争を機に資本主義が台頭し社会経済の状態が一変すると，並行し

て民衆の内容も一変した。そしてその内容に則した新しい形の民衆娯楽が誕生する。つまり，

新しい民衆生活という事実に則して民衆娯楽が誕生したのである。

権回は言う。「社会経済状態の変化は，民衆の内容を全く一変せしめ，民衆生活の基調を変

化せしめた。此の新しい民衆の社会生活事実が其処に我が民衆娯楽の問題を提起したのである。

思想が生み出した問題でも無ければ，原書の翻訳が作り上げた問題でも無い生きた社会事実の

産物である。其処に我が民衆娯楽の問題の真面目さがあり，強みがあるのであるJ5) と。この

ように権田は，民衆娯楽は「事実としての民衆娯楽」というキーワードを活かすべきだと考え

たのである。

そこで，これより先は，この「事実としての民衆娯楽」にキーワードを置いた権田の民衆娯

楽についてその輪郭，誕生，気運という形で整理し，改めて民衆娯楽に対する問題提起に論及

したい。

① 民衆娯楽の輪郭

ここで再度，日露戦争前後の民衆生活について整理し直すと， 日露戦争前の民衆生活は比較

的，金銭的にも時間的にも余裕があり，民衆娯楽の対象は手工業者や商工人にあった。そのた

め，娯楽の特徴として，一穫の予備知識を備えることを娯楽の第一条件とする玄人式習練を備

えた娯楽が主流であった。ところが，日露戦争以後の民衆生活は金銭的にも時間的にも余裕が

なくなってしまった。さらに 民衆の労働は機械生産の担い手であり 無趣味で単純化し，働

くことと眠ることが両分化するなど生活はより一層圧迫したものとなった。ゆえに，民衆娯楽

の対象者は無産者階級が大半を占め，娯楽内容については直接，端的かつ短時間内に味わえる

写実的な内容が求められるようになった。

5) r権問保之助著作集』第一巻. pp. 292-293。
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② 新しい民衆娯楽の誕生

権回は，この新しい民衆娯楽を「近代民衆娯楽」と称した。前述したように，近代民衆娯楽

の特徴は「金がなく暇に乏しい」上に. I仕事の性質が単調」である。そのため，民衆は時に

飛躍的にこの単調を破ろうとする欲求が生じる。つまり.飢えた時にご飯を食べる，渇いた時

には水を飲むというように，強烈な労働には強烈な刺激を与える慰安によって，自分自身をリ

クリエートしたいという痛切な欲求を抱くのである。ゆえに 権回は娯楽を上記のような民衆

の実生活そのものの重要な一部として捉えるのである。そして，娯楽は利那的，かっ写実的，

印象的であり，出来合物で生活を装うために，娯楽の企業化に導く。これが近代民衆娯楽の誕

生である。近代民衆娯楽は，新しい民衆の性質と新しい民衆生活の基底の上に，企業主義的経

営による娯楽の大量生産によって誕生するのである。

③ 近代民衆娯楽の気運

民衆娯楽は従来，娯楽の職業的供給者が自分自身の創意で作り出した娯楽を民衆の前に提供

することで，民衆はその娯楽を行い，楽しむものであった。そして.その提供方法は「民衆娯

楽の純化Jや「娯楽の民衆化」という代表的な議論の下で行われていた。「民衆娯楽の純化」

とは，すでに出来上がっている娯楽を知識階級者の理想でもって純化しようという議論として

解釈された。また. I娯楽の民衆化」とは「民衆娯楽の純化」同様，すでに出来上がっている

娯楽をどのようにすれば民衆の聞に浸透させることが出来るのかという解釈の下で行われた議

論であった。

しかし両者の解釈に権田は疑問を抱く。なぜ、なら. I民衆娯楽の純化」は，まるで民衆自

身が生み出した娯楽は不純なものであるため.知識階級者が是正して良い娯楽にするというよ

うな解釈である。また. I娯楽の民衆化」についても，すでに出来上がった娯楽を経済的な側

面から民衆の負担能力に応じて考え 知識的な側面からは誰にでも分かりやすく了解性を得る

ようにするという解釈である。ゆえに，これは「民衆のための娯楽jであっても「民衆娯楽」

ではないと権回は言うのである 6)。以上から，権田は民衆娯楽問題について，すでに出来上がっ

ている娯楽をどのように扱うかではなく，これから出来上がろうとする娯楽に焦点を当て考え

るべきだと主張する。

具体的には，これまで言及してきたように，民衆が求める娯楽は近世と近代で全く異なる。

すなわち，近世の民衆娯楽は玄人式習練を必要条件としていたが，近代は暇なき貧しさから直

観的，直覚的に味わえるような娯楽が求められた。これらを整理すると以下のような構図にな

る。

6) r権回保之助著作集J第一巻. pp.324-326。
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図 1・1 民衆娯楽の捉え方

く近世〉

娯楽供給者

(知識階級者 etc)

〈近代〉

娯楽供給者(民衆)

娯楽享楽者(民衆)

(出所) 筆者作成。

以上から新しい民衆娯楽創造の気運は，民衆の実生活の聞で動きつつあり，建設途中にある

ことが分かる。つまり，これから出来上がろうとしつつある娯楽であり.すでに出来上がって

いる娯楽を修正したり，改変したりするようなものではなかったのである。

iv.娯楽の本質

第4項では，第 l・2・3項を踏まえて改めて娯楽の本質とは何かについて論じるが，実は，

権田はこの娯楽の本質を考える際，権田自身の問題意識と矛盾した説明をする箇所がある。そ

れは，娯楽の三定説の一つである再創造説を批判するところにある。再創造説とは，娯楽の効

用に関する学説であり，娯楽政策論者に最も愛用された説である。この説によれば，娯楽とは

労働によって失われたエネルギーと新たに発生する疲労を回復しようとするものであって.1今

日の労働によって失われた心身の均衡を回復して 明日の活動の為めに自己を再創造する効用

が，娯楽の有する所であるj1)という考え方である。

権田の批判点としては4 この考え方は生産中心の思想であり，資本主義思想を擁護するよう

な社会政策に仕立て上げられ，悪用される危険性がある点を挙げている。実際に権田は以下の

ように言う。「娯楽なるものが人間生活に於て或る特殊の形式を具えて客観的に存在すとなす

考え方は誤まれるものであって，それは寧ろ主観の態度によって成立し得るものである。又，

娯楽は生活の余力より発生するものである，娯楽発生の条件は生活余剰である，となす見解は

7) r権田保之助著作集』第二巻， p.190。
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寧ろ事柄の逆であって，人間は生活余剰と関係なく娯楽を追求するものであり，人間の心に本

能的に娯楽欲求の生じた時が 人間の心に均衡を欣求する念の湧き出したことを誼する標識で

ある。かかるが故に，娯楽を目して再創造の具であると為す考え方は倒れねばならぬ。市して

娯楽は生産の為めの再創造には非ずして，寧ろ生活創造の根底であるということを知り得たの

であるJ8)と。

しかし他方で権田は問題意識を開陳する際，民衆は強烈なる労働に対しては強烈なる刺激

を与える慰安を以て，自分自身をリクリエートしなければならない痛切な欲求を持っていると

述べている。これは，まさに娯楽の再創造説にあたると考えられないだろうか。では，なぜ、権

回はこのような矛盾した説明を行ってしまったのであろうか。おそらく，前述したように資本

主義を容認することにつながりかねないと考えたからかもしれない。資本主義を容認してしま

えば，いつまでたっても無産者階級は， I金がなく，暇に乏しい」という生活状態を脱却する

ことはできない。そのため 民衆娯楽とは無産者階級の実生活の重要な一部となることが前提

で，労働の再生産などと他目的に扱われることで生活改善が見込めないことに耐えがたかった

からではないかと推測できる。

また，このような権田の見解の矛盾に対し，松原も同じような指摘を行っている。松原によ

れば，権回の娯楽観は民衆娯楽を擁護する時には娯楽自目的説が有効に働くが，民衆娯楽を擁

護する以上に娯楽が持っている積極的な意味を強調する時，娯楽自目的説なのか，再創造説な

のか唆味になると言う 9)。ちなみに娯楽自目的説とは人間活動そのものに目的がある場合，

つまり「白目的」の場合(例えば，芝居見物のために芝居を見る)，人間活動はその活動それ

自身のために必要で、あるため 人間活動そのものに意味があると考えられている説である。こ

れを権田は， I享楽生活的態度Jや「生命美化の欲求」という言葉で表現している。そして，

権田はこの「享楽生活的態度」や「生命美化の欲求jこそが 人間生活における重要な要素で

あると指摘し権田の娯楽論を支える根幹を形成していた。

V. まとめ

本節は権田の娯楽観について，時代背景，問題意識，娯楽の本質といった点で検討してきた。

その結果，一方では娯楽白目的説を堅持しつつも，娯楽は娯楽の再創造説(娯楽でもって，労

働のエネルギーを再生産する)を前提に.無産者階級の性質に沿った形で作り出されなければ

ならず，この点が娯楽の本質であるといわんばかりの面をも有していたことが分かつた。

8) r権回保之助著作集J第二巻， pp.211-2120 

9) 石川弘義，津金j畢聡賢，田村紀雄，松原洋三「権回保之助の全体像とその現代的意義Jr日本人と

娯楽研究会J創刊号，遊戯社， 1982年， p.32，における松原の発言。
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3.権田保之助の娯楽政策論

本節は前節の権田の問題意識からすると どのような手段で娯楽を展開していくべきかとい

う，権田によるその対策案について論じていくことにする。結論から先に言えば，無産者階級

に提供される娯楽が企業化することについて，企業化を容認せざるを得ない状況でありながら

も容認したくはないという権回の心の葛藤が垣間見られる。それは，結果として娯楽の企業化

を容認しつつも，それが行き過ぎた場合には何らかの制限をかけなければならないという商業

主義的な「規制」と，娯楽の企業化自体が好ましくないものであるから，企業化が及ばないよ

うな娯楽を創る非商業主義的な「公営論」という形で現れる。

本節の構成は以下の通りである。具体的には第 l項で，近代都市娯楽の特質に触れながら，

娯楽における対策の全体像を明らかにする。第2項以降は，具体的検証として映画興行を中心

に，都市娯楽としての映画興行が，どのように発展し勢力を伸ばしていったのかを論じ.その

映画興行の対策について検討する。第3項では 当時 映画奥行と関連して，社会運動の一つ

である教育映画運動が出現したため，その教育映画運動を中心に，その対策案について論じる。

第4項では，映画興行に関する問題は，青少年の問題と切り離せられない問題である。よって，

児童に関する映画興行の対策について考える。また，第5項でその他の児童映画対策として.1学

校巡回映画連盟」と「公営児童映画館建設の提唱Jを紹介し 最後に本節のまとめを行う。

i. 近代都市娯楽の特質とその対策

まず.近代都市に住む人たちの生活について論じよう。権田によれば，都市は商工業関係者

と俸給生活者10)が住む場所であり その居住者の大部分は，工業労働者，商業使用人や小額

俸給生活者であるとしている。そして，この住人を権田は近代都市生活者と称する。では，近

イ廿附生活者の生活とはどのようなものであったのか。簡単に言えば，経済的に貧しく，場所

的に非定住的で，時間的にも制限が強かったということである。つまり，窮乏ゆえに場所を転々

とせざるを得なかったし，労働時間も企業家の利益によって決められるため，強制労働せざる

を得なかった。また，強制労働の多くが長時間労働であり，休養を自由に確保することも出来

ず，分業・協業や機械化に伴う業務は単一化になるばかりで，仕事のやりがい感はますます削

ぎ落とされていった。

では，こうした生活状況を踏まえると娯楽はどのような形で求められるのか。そこで，近代

都市娯楽の特質について論じることにする。まず 近代都市生活者の生活が著しく窮乏してい

るという経済的な視点から，安い娯楽が求められたということが分かる。但し安いというだ

けでは近代都市生活者は満足しない。安くても出来るだけ娯楽としての価値のあるものを，近

10) 現代で言うと，サラリーマンのように働く者のことを指す。
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代都市生活者に提供しなければならないのである。続いて，住むところが不安定だという場所

的な問題と，休養が不十分な形で提供され，かっ著しく短いものであるという時間的な状況は.

娯楽を楽しむ人と娯楽を提供する人の分化をもたらした 11)。つまり 旧手工業時代のように自

ら踊って踊りを楽しむという娯楽から，踊りを踊る人と見て楽しむ人に明確に区別された娯楽

へと変容したのである。また， i娯楽供給者」は，近代都市生活者の休養が先述した状況にあ

るため，いつでも手軽に，すぐに提供できるよう「常設的」かつ「常時的」という形をとらな

ければならなかった。さらに，娯楽内容についても誰にでも分かりやすく受け入れやすい一般

的な娯楽でなければならなかったのである。

このように求められる近代都市娯楽は，二つの特質にまとめることができる。一つは，近代

都市娯楽は興行物的娯楽が中核を担うということである。権回は現に，映画興行，芝居，寄席が

近代都市娯楽の代表であることを根拠に.興行物的娯楽が近代都市娯楽の内容的特質であると

説明している。もう一つは，近代都市娯楽の供給組織が企業化するという形式的な特質である。

では，上記のような近代都市娯楽の特質から導き出される対策とはどういったものであった

のか。ここから先は，近代都市娯楽の対策について述べることにする。権回は，近代都市娯楽の

特質が興行物的なものであるため.その対策も興行物的娯楽を中心に据えて考えなければなら

ないとしている。そのために，娯楽供給者は近代都市生活者が満足のいく興行物的娯楽を，利潤

を最優先するのではなく，最も適切な方法で娯楽を提供する努力を行う義務があるとしている。

ゆえに，近代都市娯楽の対策は，利潤最優先の娯楽設備に対して適当な制約と啓発を行い，よき

興行的娯楽が近代都市生活者の元へ提供されるように考えなければならないということになる。

具体的には，以下の 3つの手段を打ち出した。

①不当な逸出に対する合理的制限

娯楽供給者による娯楽提供が.近代都市生活者の生活を無視するような利潤追求を行った場

合には，規制をかけて健全な娯楽提供に修正する対策である。

② 社会公益的施設に対する援助及び補助

娯楽供給者が一時的ないし一部分でも私的利潤のためではなく，社会公益的な施設を経営し

た場合，その経営に援助あるいは補助を行うというものである。例えば，興行物を一日あるい

は数日間，労働者慰安のための演劇や，青少年に良い児童映画の上映などを行った場合に適用

される。

③ 営利心の純化:営利の娯楽業関係者の教育，営利娯楽業関係者の社会事業の指導

娯楽供給者自身を教育することで利益主義のみにとらわれることなく，提供された娯楽が社

会貢献を果たすことを目標に推進された対策である。

11) 権田は，娯楽を楽しむ人を「娯楽享楽者」と言い 娯楽を提供する人を「娯楽供給者Jとしている

ため，本稿もこの言葉を採用する。
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また，他方で娯楽の企業化に対して抵抗を感じていた権田は， I近代都市娯楽に対する社会

施設」として以下のような主張をしている。つまり，繰り返しになるが，近代都市生活者にとっ

て娯楽の中心にあたるのは興行物的娯楽である。ゆえに， I興行物的娯楽の公営」という方式

も重視すべきであり，それが「近代都市娯楽に対する社会施設」の中核を担わなければならな

いのである。そして.この「興行物的娯楽の公営」こそが，私的利潤に捉われずに健全な娯楽

を近代都市生活者に提供することができ，私的利潤最優先の娯楽供給者の営利心の純化を助長

させるきっかけになると権回は考えるのである 12)。

以上からすると，権回は娯楽対策に関して 娯楽の企業化を容認しつつも行き過ぎた場合に

は規制をかけなければならない商業主義的な立場と，娯楽の企業化の存在を認めず，娯楽の公

営化でもって娯楽の企業化が及ばないようにする非商業的な立場の 2つを持ち合わせていたこ

とが分かる。

ii. 映画奥行の発達とその対策

まず，映画奥行の発達についてであるが，権田は以下の 2点を指摘する。 lつは，映画興行

の娯楽内容が，近代都市生活者が要求する娯楽に最も適している点である。 2つ目は，映画興

行は，娯楽の大量生産に適合している点である。

では，映画興行に対する対策とはどのような形で求められるのか。権回は，映画興行にも先

述したような「娯楽の企業化」に内在する危険性を懸念している。つまり，近代都市生活者が

抱く強烈な娯楽的欲望を満たす設備が利潤追求の場においてのみ達成される危険性についてで

ある。近代都市娯楽が営利主義のみに左右され創り出されることは望ましいことではない。

ゆえに，権田は映画興行対策を 2つの側面から考えなければならないという。一方は， I近代

都市的民衆娯楽の第一位的設備」という側面であり，他方は.1青少年者に対する該興行の影響」

という側面である。

l点目について，具体的に打ち出された対策が以下の 3つである。

① 営利的映蘭奥行に対する制訓と啓発

② 広義における教育映画製作の奨励，更に進んではその国営

③ 映画映写施設(一般興行物的民衆娯楽施設)の公営

続いて， 2点目の側面である「青少年者に対する該奥行の影響」についてであるが，当時.

映画が青少年者の心理に与える影響は多大なものであった。青少年者と映画の問題の中心とな

るのは，成人向けの映画をそのまま青少年者が見てしまうという問題であり，青少年者と映画

における対策を考えることは喫緊の問題であった。

そこで，青少年者に対する映画興行の対策として以下の 2つが考えられた。

12) r権回保之助著作集』第二巻， pp. 329-331。
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① 成人向けに製作された映画興行から青少年者を隔離

② 青少年者のための映画公営施設の経営

iii.教育映画運動とその対策

37 

これまで見てきたとおり 映画は教育という分野にとっても留意しなければならない奥行の

一つである。そこで，本項は教育映画運動の本質について概観しておく。

まず¥教育映画運動とは，児童の映画興行に対する悪影響を制御する一方で，映画の要素が

教育の要素に浸透しやすいような環境づくりを整える運動である。つまり，教育映画の目的は

全てにおいて「教育jという面で達成されると同時に，その教育映画の経営方法は教育関係者

が児童に合わせて適当な手段を選ぶというものである。以下は.その関係性をフローチャート

にしたものである。

教育映画の運

図2・1 教育映画運動の本質

「一学校教育

教育ー→

」一社会教育

「一製作主体

製作寸

映画一寸ー配給

」ー製作映画

公映主体

「一公映映画内容

公映客体一一ト一公映映画番組

」ー解説及び伴奏

公映(※)ト一公映場所

「一公映度数

公映時間ー斗一公映時

」一公映時長

(出所Jr権回保之助著作集』第二巻. p.366. フローチャートより作成。

(※)公映という言葉は映画を観賞する児童や社会一般人の前で上映される映画として使用している。
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権田によれば，従来の教育映画はただ単に教育的な要素のみで製作された映画を意味してい

たという。しかし本来の教育映画とは上記のフローチャートのような要素を結合させて初め

て教育映画になると権田は考えるのである。そして，本来の教育映画を実現させるためには，

映画の要素が教育の要素に浸透しやすいような環境づくりを行わなければならないと指摘する。

具体的に映画の製作に注目すると，製作主体は 学校も公共の団体も娯楽供給者も娯楽享楽

者も関係なく，製作目的が教育でなければならない。そのためには，教育というものについて

の信念と理解があり，かつ，映画として表現する知識も十分に持たなければならないのである。

また，映画が配給を経て公映部門の段階に進んでも上記と同じようなことが言える。つまり，

公映の目的が「教育」であると同時に 適切な公映手段を考えていかなければならないのであ

る。要約すると，教育映画は目的が製作主体においても，公映部門においても，教育であると

同時に，その製作あるいは公映手段が適わしくなるように考えなければならない。ゆえに，教

育映画は，映画という要素と教育という要素の結合が行われて初めて生み出されるのである。

以上のような教育映画運動の本質を踏まえると，その対策とはどのように考えられるのか。

権田によれば，前述したように教育映画運動の重要な二つの側面を徹底することである。一方

は，青少年者に対する映画興行の悪影響を考え，映画興行の検閲と取り締まりを確立させ，青

少年者の映画観賞を制限することである。他方は，映画興行に教育的な価値を見出されるよう

映画興行の国営化，あるいは映画公映の公営を行うことである。

IV. 児童に関する映画興行の対策

前述したように，映画興行の勢力は近代都市娯楽の中核を担うまでに拡大し，次第に児童の

心理にかなりの影響を与えるまでに至った。では，児童と密接に関わり合う映画興行の何が問

題なのか。それは，映画興行の全てが成人向けに作られているということである。つまり，映

画の内容や上映時間，あるいは上映場所など，全て成人の生活や趣味に合わせて製作されてい

るのである。権田はこのことを「興味中心の大人本位」と称している。そして，児童の生活や

精神面はこの「興味中心の大人本位」の映画に対応しきれず，不良となる者や犯罪に手を染め

てしまう者などが出て社会に悪影響を及ぼしてしまうのである。

そこで， i興味中心の大人本位」映画から児童を引き離すための一つの手段として考えられ

たのが. i児童映画日J(以下，児童映画デーと呼ぶ)である。児童映画デーは，単に児童を引

き離すのではなく，児童の生活や趣味に合わせた児童中心の映画を児童中心の設備で児童に見

せるというものである。

しかし児童映画デーの開催実現には，単に教育関係者が選定した映画を児童に流す日を設け

ることだけではなく，そこにはいくつかの制約がある。第一に，児童映画デーに上映される映画

の選定とその番組編成には細心の注意を払わなければならない。実は，この条件を満たすことが

一番難しいのである。なぜならば，従来の「興味中心の大人本位」の映画から児童の生活や趣
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味・晴好に合わせた映画を選び出し，さらに編集を加えて流すということは至難の業なのである。

そのために，権田は教育者，教育関係の識者や児童の保護者からなる「児童映画日映画選定及番

組編成委員会」というものを組織して，従来の「興味中心の大人本位」の映画に代表される営利

主義にとらわれず，児童の生活，心理，教育という視点で厳選し編成すべきであると主張する。

第二に，児童映画デ一興行に対する経営方法にも制約がある。まず，児童映画デーに上映す

る場所の選定であるが，鑑賞数やその場所の距離，設備環境などを考慮して，児童にあった場

所を選択しなければならない。続いて，開催日と時間については，教育関係者が従来の映画興

行者の都合に左右されることなく，あくまでも児童の都合を考え，最適な日時を決定しなけれ

ばならない。他には，映画の説明者や音楽，映画館の従業員，また，入場ないし退場規制や入

館料等についても，営利映画興行ではなく児童本位の映画興行として考える必要がある。

具体的に，権田は理想の児童映画デーとして 2つの側面の施設対策が必要であると説く。つ

まり，一方は児童映画デーの施設であり，他方は一般映画興行の施設である。前者の児童映画

デーの施設を経営していくためには，一地区の学校が連携して「学校映画団体」というものを

組織し学校教育者や児童の保護者と共に委員会を発足させる。そして，その委員会で児童映

画の開催日や映画内容などを選定する。そのような「学校映画団体jが全国に広がり， I児童

映画日連盟」というものが形作られると その連盟の中から 教育関係者や児童心理学者など

の教育識者と児童の保護者を選出し，映画内容から番組編成，さらには，児童映画の監視を行

うようにするべきであるという。また後者の一般映画興行の施設については，児童が自由に一

般映画興行に出入りすることがないよう徹底した禁止策を呼び掛けるのである。

V. その他の児童映画娯楽対策

第5項は，上記の児童映画デーという対策以外に，権田が考える児童映画娯楽対策として「学

校巡回映画連盟」と「公営児童映画館建設の提唱」がある。それらを，簡潔に紹介しておこう。

O 学校巡回映画連盟

学校巡回映画連盟は，児童映画デーが映画館を中心として考えられた対策であるのに対して.

あくまでも学校を主体に置いた対策案である。つまり，学校巡回連盟に加盟している学校で，

あらかじめ作製した映画を月に l度 校内で上映するというものである。その映画の編成は教

育関係者があたっている。しかし権田はこの対策は児童と映画問題全体に及んでいないと指

摘する。つまり，児童と映画問題の中心は映画館で見る映画鑑賞にあるからである。

0 公営児童映画館建設の提唱

権回は，当時の児童映画娯楽対策として，上記の児童映画デーや学校巡回映画連盟という事

業があるものの，その 2つの対策案では不十分な点が残るという。つまり，児童映画デーは，

児童と映画問題の本質を理解し，映函館を中心とした対策を考えているものの，営利映画興行

者とのパワーバランスが取れておらず，結局のところ営利主義に付してしまいかねないからで
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ある。また，学校巡回映画連盟はそもそも児童と映画問題の本質を捉えていなしミ。映画興行の

悪影響から児童を守ろうという姿勢は評価できるが，映画興行を劣悪なものと捉え排除しよう

とする考え方があり，非現実的である。ゆえに，権田はこの 2つの対策案の欠点をカバーする

ために，公営児童映画館建設を提唱するのである。

vi.まとめ

本節は，権回が考える近代民衆娯楽の対策案について論じてきた。対策案を見ると，常に権

田は「娯楽の企業化」に対して 一方で、は企業化を容認しつつも行き過ぎた場合には何らかの

規制を行わなければならないという商業的な立場を持っていた。しかし他方で，企業化自体を

許すべきではなく，その企業化が及ばないような娯楽対策を創ることが望ましいという非商業

的な立場の狭間で揺れ動いていたのではないかと推測できる。

そして，権田のこのような 2つの立場は.具体的に近代民衆娯楽の代表格である活動写真を

例に挙げた対策案のなかに見られる。まず 商業的な立場としては，近代都市生活者の「金と

暇に乏しい」という性質から生じる欲求を見事に満たすことのできる活動写真を提供する一方

で，その活動写真が社会に及ぼす悪影響(例えば.利益主義を重視するあまりに近代都市生活

者の生活を無視するような娯楽供給者の逸脱行為，不良や少年犯罪などの児童問題等)の抑止

策として，活動写真の検聞が必要であるという。つまり 近代都市生活者に馴染む活動写真の

提供を容認しつつも，その悪影響に対しては検閲という形で規制すべきだということである。

また，非商業的な立場としては.r興行物的娯楽の公営」として，娯楽供給者が私的利潤なしに

活動写真を一日あるいは数日間，労働者慰安や青少年に良い児童映画の上映などに利用するこ

とを提案し，実施した場合にその援助あるいは補助を公的機関が行うというものである。つま

り.r興行物的娯楽の公営」の前提にあるのは，娯楽の企業化が及ばないような娯楽提供であった。

4.娯楽政策論の実態

本節は，実際に社会で行われてきた娯楽政策はどうだ、ったのかを検討するために，権田の娯

楽対策案と対比する形で実態に迫ろうと試みる。具体的には，第 l項で，商業的な立場に対す

る規制論として，活動写真検閲の実態について検証する。活動写真検閲の実態を見る方法とし

ては，牧野の日本映画検閲史研究の成果を中心に. 1917 (大正 6)年-1925 (大正 14)年に

行われた検閲状況について検証することにする 13)。次に第2項では 非商業的な立場にあたる

公営論として，大阪市の余暇・娯楽政策を例に挙げて論じる 14)。

13) 牧野守『日本映画検閲史Jパンドラ. 2003年。

14) 関 直規「近代日本における(市民〉の労働・余暇と娯楽の合理化過程一一1920年代大阪市社ノ
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i.規制論としての活動写真検閲

先述したように，活動写真は近代都市娯楽の中核を担うと同時に，近代都市生活者の精神・

肉体面に多大なる影響を及ぼすまでの勢力を拡大させた。そして，その影響力はあまりに強力

であったため，警視庁も統ーされた監視とは言えないものの，活動写真の取り締まりに目を光

らせていたのは事実である。また，特に活動写真の影響は，青少年に多く見られたため教育関

係者からも危倶されるようになった。具体的には.探偵小説「ジゴマ」というフランス映画の

影響により，青少年がおもちゃの銃で通行人の子どもたちを脅かすという事件が頻発した。そ

して，この「ジゴマ」事件をきっかけに，活動写真に対する取り締まりが強化されることにな

る15)。その後.1917 (大正 6)年には東京で警視庁による「活動写真興行取締規則」が制定され.

全国初の法制化が行われた。

0 警視庁「活動写真興行取締規則jl6)

「活動写真興行取締規則jの構成は，第一章総則，第二章興行場，第三章 「フィルム」

の検閲，第四章説明者，第五章興行.第六章罰則及び附則，の 51条からなっている。

そして，この「規則Jの根底には警視庁や教育関係者らによる活動写真=罪悪という見方が内

在していたのである。法文第 14条および第 25条をみると，上映作品を甲種と乙種に分けて.

甲種にあたる作品は 15歳未満の者に観覧しではならず，また活動写真興行の免許に対しでも

厳しく取り締まる傾向が見られる。そして，このような取り締まりは.1活動写真興行取締規則」

が施行される以前の公布日に即座に実行されたと牧野は言う。

以上のように，活動写真の検閲は，犯罪行為や非行化の誘発，児童の教育的効果がないなど

の理由で作品の隅々まで干渉することになった。その結果.興行上の落ち込みは凄まじく.娯

楽供給者を始め各方面から「活動写真興行取締規則」に対する非難が集中した。そして.その

非難は，活動写真全てを真っ向から批判し排除するのではなく，むしろ活動写真を有効活用す

る必要があるのではという方向を生み出していくことにもなる。

その後， 1921 (大正 10)年には「興行場及び興行取締規則」が制定されたが，検閲基準

に関して抽象的表現が多いとされ，幾度となく改正が繰り返された。そして，試行錯誤の

末. 1925 (大正 14)年には内務省による全国規模の活動写真検聞が行われるまでに至った。

しかし結局は「活動写真興行取締規則」同様，法律という形ではなく規則という形で行わ

れ，さほど従来の検閲制度と変わりない内容であったと牧野は言う。とはいうものの，上記の

、会教育政策の展開を中心に一一Jr東京大学大学院教育学研究科紀要』第 37巻，東京大学大学院教育

学研究科， 1997年， pp.354-356。

15) 児島は，このジゴマ映画が警視庁による上映禁止措置を受けたことをきっかけに詳細な点にまで及

ぶ規制が行われたのは大正 6(1917)年2月の活動写真取締建議であると述べ，その条項について整

理している。児島功和「映画という教育問題一一大正期における規制と利用をめぐって一一Jr人文

学報，教育学』第 40号，東京都立大学人文学部， 2005年， pp.161-162。

16) 警視庁令第十二号，一九一七(大正六)年七月十四日公布，八月施行。
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ような活動写真における全国規模の検閲制度は まさに権田が「娯楽の企業化jを容認しつつ

も，行き過ぎた場合には何からかの制限をかけなければならないという立場を体現するもので

あった。

ii. 公営論としての大阪市余暇・娯楽政策

一方，公営論の代表格である大阪市の余暇・娯楽政策をみると， r娯楽の企業化」による商

業主義的な立場を批判するという理念の下で 公営施設の直営や既存の民衆娯楽事業の改善を

呼びかけるなど社会教育行政として様々な取り組みを行った。具体的には， 1917 (大正6)年

に天王寺公園内にて「大阪市立市民博物館」が設立された。また， 1919 (大正8)年には「教

化事業懇談会」というものが市長主催により行われた。そして， 1920 (大正 9)年4月の「大

阪市達 14号」によって社会教育課が創設されたことで 大阪市社会教育の制度的基盤が確立

する。この社会教育課における事務分掌事項は， r①市民博物館，図書館，美術館等ノ事業，

②教育会其他教育諸団体，③児童及少年ノ保護，④其他社会教育Jである。特に，市民博物館

は1922(大正 11)年に大講堂を設け，都市生活者を対象とした講演会を開催した。その後，

1923 (大正 12)年には阿波座，御蔵跡.清水谷，西野田の公園内に，大阪初の「市立通俗図

書館Jが設置された。

また，社会教育課は 1921(大正 10)年9月の「大阪市達35号」で¥これまで教育部内で別

の課であった青年教育課と合併し，課内で新しく「社会教育係」と「青年教育係」が置かれる

ことになった。事務分掌事項は社会教育係については上記と変わらず，青年教育係の担当は，

「①青年団体，②公衆運動場ノ事業，③其他青年教育及市民体育」であった。とりわけ，市民

体育については， トラック フィールド プール テニスなどを有する運動場や公園付属の運

動場が.市民の体育奨励のための「市立運動場Jとして社会教育課の管轄下に置かれ，大阪市

の社会教育行政を特徴づけた。その後 1927 (昭和 2)年4月に大規模な職制改正が行われ，

社会教育係は広範囲な事務分掌事項を受け持つことになる。具体的には， r①図書館，博物館

及び美術館，②学校中心社会教育，③教化委員，④成人教育，⑤生活改善，⑥芸術並民衆娯楽

ノ教育的利用，⑦社会教育諸団体ノ事業奨励，⑧其他社会教育」である。特に，⑥は映画教育

事業としてその具現化を図った。

その他の余暇・娯楽対策として， r①活動写真の改善，②浪花節の改善，③講談の改善Jと

いう 3つの民衆娯楽改善事業が行われた。①は教化的価値のある活動写真フィルムの目録作成

と教育団体へその配布を行う形で改善を図り.②と③は市当局がそれぞれの代表者と研究会を

開いて実演を行いながら意見交換することで改善を試みた。

以上，権田の反商業主義的な立場の見解の具体的ケースとして，大阪市の余暇・娯楽政策を

例に挙げた。大阪市の余暇・娯楽政策は「娯楽の企業化」による商業主義的な立場を批判する

という理念の下で，公営施設の直営や既存の民衆娯楽事業の改善を呼びかけた。これをみると，
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まさに権田が「娯楽の企業化」を一方的に許すべきではなく，娯楽の企業化が及ばないような

娯楽対策を行うことが望ましいという考え方と一致していることが分かる。

5.おわりに

本稿は，現代に至る生活ルール基盤のスタートラインであった大正時代に焦点を当て，当時

の生活や労働環境を概観し 余暇・娯楽というものが同時代の社会においてどのような位置づ

けにあったのか，また，その対策はどのように展開をみたのかを娯楽研究者の第一人者である

権回保之助の所説を中心に論じてきた。当時の生活状況あるいは労働環境は，資本主義時代の

到来とともに大きく変わった。それまでは，手工業の時代ということもあり，職人という自分

の腕一本で自分自身や家族の生活を養っている者が多数いた。それゆえに， 自分自身でモノを

作り上げていくことに喜びを感じるため，娯楽もまた，プロ並みの知識を取り入れた玄人式習

練を先行条件とする娯楽を好んだ。しかし 資本主義社会が台頭し 協業や分業による大量生

産・大量消費が主流になると，生活は「金がなく，暇に乏しいJ状態へと一転する。また，協

業や分業は単調な労働を生み出しもはや，睡眠をとるだけでは英気を養うことは出来なくなっ

た。さらに，手工業時代のように玄人式習練を先行条件とする娯楽を楽しむ余裕も時間も無かっ

た。ゆえに，娯楽も新しい娯楽として誕生せざるを得なくなる。新しい娯楽とは，民衆の実生

活という事実に則した形であり 労働に向けた自らの再創造として英気を養うために存在する

娯楽である。松原はこの点をホイジンガというオランダの歴史学者の所説と対比させ，権田の

娯楽観について整理している。それによれば 権田が考える娯楽とは実生活そのものによって

生み出されるものであり 人間らしさを拡大させ豊かなものにする機能があるとしている。そ

して，その娯楽は時代の変化にかなり影響を受け，その時代変化と共に実生活を問い直し，娯

楽を捉え直す必要があるという 17)。つまり，権田の娯楽観は一見，娯楽自体に積極的な意味を

見出すことが娯楽の本質を表しているかのようにみえるが その根幹を形成しているのは娯楽

の再創造説でもある。

また，この時代の代表的な娯楽として登場したのが活動写真である。活動写真は安価な上に

誰にでも分かりやすく，手軽に楽しめるということもあり一世を風廃した。そして，活動写真

を初めとする新しい娯楽の対策として権田が求めたものが 規制という面からと公営という面

からの対策である。では，なぜ、2つの側面から対策が必要なのか。それは，無産者階級に提供

する娯楽が企業化されることに対する権田の心の葛藤が生じていたからである。つまり，権田

は娯楽の企業化を容認しつつも，営利主義に偏り過ぎるあまりに無産者階級の生活に支障が出

17) 石川弘義，津金津聡贋，田村紀雄，松原洋三「権回保之助の全体像とその現代的意義Jr日本人と

娯楽研究会』創刊号，遊戯社. 1982年. pp.31-320 
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る場合は規制を行うべきであると考える一方で，やはり娯楽の企業化を許すべきではなく，企

業化が及ばないような娯楽を創ることが望ましいという側面で揺れがまじっていたからであ

る。そこで.規制と言う立場から具体的に登場したのが活動写真検閲である。活動写真検閲は，

1917 (大正6)年に警視庁による ii舌動写真興行取締規則」で初めて法制化されたことを皮切

りに改正を繰り返し多少の取り締まりの強弱はあったものの. 1925 (大正 14)年以降は内

務省による「活動写真『フィルムJ検閲規則」の下，全国的な検閲制度が行われていった。一

方で，娯楽の企業化が及ばないような娯楽を創るという観点から，権田は「興行物的娯楽の公

営」として「児童映画デー」などの主張を行ったが 実際に大阪市では反商業主義的な立場の

下，社会教育行政として様々な公的取り組みが行われたのはすでに述べたとおりである。

以上，本稿の冒頭で述べたように，先行研究における課題の一つである労働時間という視点

からの検証が中心であったという状況に対して.本稿は大正時代の娯楽あるいは余暇を通して，

生活時間に焦点をあて論じた。その結果 大正時代は労働と生活の双方が手探りの状態である

にもかかわらず，いかに生活を改善していくか，あるいは上手く労働と組み合わせていくかに

ついて様々な取り組みが行われてきたことはすでにみたとおりである。大正時代は前述したよ

うに生活のルール基盤のスタートラインであり，当時いかに生活(特に余暇・娯楽)の高度化

が重要視されていたかがわかるだろう。

また，これまで日本の社会政策史の中で十分に取り上げられてこなかった「余暇・娯楽」の

テーマを史的に位置づけたことは本研究成果の一つであると考える。なぜなら.権田に関する

先行研究を見ても，その多くは教育学や社会学からのアプローチであり，社会政策という観点

から論じられている研究は極めて少ない。もっとも，教育学者である坂内が指摘する権田研究

に対する論点は留意すべきだと考える。具体的には 権田保之助における先行研究の動向とし

て2つあるという。 lつは. i人間学的な批判の視座」として権田自身が民衆の日常生活の中

に現実を見つめ問い直そうとした大正期における権田の民衆娯楽論に評価が集中している点で

ある。 2つ目は，権回における民衆娯楽論から国民娯楽論へという思想の「転向」問題に加え，

大正期と昭和戦前期の不連続性が指摘されている点である。そして，この 2つの動向をいかに

結び付けるかが大きな課題であると指摘した坂内の論点は見逃せないし本稿にとっても宿題

として残されるものである 18)。

さらに，本稿の議論は権田の視点が都市中心となっているため，農村や最下層(権田が思っ

ている以上に貧しい人たち)について吟味されていない。実際に 先行研究でも権回の娯楽論

の中心は健全娯楽であると批判し，民衆の水準を下の方に置くという視点が欠知していると指

摘されている。そのため，労働市場からはみ出た人びとをどう見るかがポイントであり，この

18) 坂内夏子「権問保之助にみる大衆娯楽研究の意味と思想一一「民衆娯楽Jと「国民娯楽」の間一一」

『日本教育社会学会大会発表要旨集録 (52)JJ. 日本教育社会学会. 2∞0年. pp. 115-116。
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点もさらに追求すべき課題である 19)。また，本稿は，権田の著作集の中でも「民衆娯楽」に限

定した議論であるため，今後は先述した坂内の言及した課題にも留意しながら，戦中から戦後

にかけての「国民娯楽」という面の掘り下げも行う必要がある。加えて，権田の他に当時行わ

れていた娯楽研究成果にも目を向け.その研究成果一つ一つを精査しファクトファインデイ

ングしていくことも本稿のさらなる課題となろう。
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